
                     掲載基準日 2010/04/01 

 

農業生産資材購入にかかる特別支援対策（千葉県）ＪＡちばみどり 

タイトル 農業生産資材購入にかかる特別支援対策 
ＪＡ名 ＪＡちばみどり（千葉県） 

１ 動機 

（経緯） 

燃料・肥料・飼料をはじめとする農業生産資材価格は平成２１年においても

高騰が続いている状況に加え，農畜産物の価格低迷といった問題もあって農業
経営は厳しい環境に置かれています。そこで，農家組合員の農業経営を支える

ため，対策を検討いたしました。 

２ 概要  農業生産資材の購入にかかる資金を低利で融通することにより，農業生産基

盤ならびに組合員の農業経営の維持と安定を図ります。 

 本資金は，経常運転資金（いわゆる営農運転資金）と同様の取扱いをし，償

還期限は原則１年としますが，農業経営環境の厳しい現状を踏まえ，償還期限
は必要に応じて３年以内の対応も可としています。 

※詳細は下記の「農業生産資材購入にかかる特別支援対策の実施について（お

知らせ）」のとおりです。 

３ 成果 

（効果） 

 平成２１年１２月末時点で７７件を実行し，農業生産コストの負担軽減に繋

がっていると考えられます。 

４ 今後の

予定（課題） 

 農家組合員を守り地域農業の持続的な発展を図るため，農業生産資材価格の

高騰・農畜産物販売価格の低迷等，農業経営に影響を及ぼす事態が発生した場

合においては継続して農家組合員への支援対策に取り組んでいきます。 

 


